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報告事項件名 頁 

（１） 令和４年度産業経済部 主要施策の進捗状況について・・・・・・・・・・・・・ ２ 

（２） 経済活性化会議の開催結果及び地域経済活性化基本計画改定の進捗状況について ９ 

（３） 緊急経営資金（新型コロナウイルス対策資金）の受付状況について・・・・・・ １２ 

（４） 創業プランコンテスト及び新製品・新事業開発補助金の受賞者の現状について・ １５ 

（５） 足立区勤労福祉会館指定管理者評価委員会の評価結果について・・・・・・・・ １８ 

（６） 区制９０周年特別企画 区内周遊イベントの実施について・・・・・・・・・・ ２７ 

   

   

 

 

 

 

 

 

（産業経済部） 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年８月１９日 

件 名 令和４年度産業経済部 主要施策の進捗状況について 

所管部課 産業経済部 産業政策課、企業経営支援課、産業振興課 

内 容 

 令和４年度産業経済部の主要施策について、「突き抜け」「底上げ」「消費喚

起」を重点項目とし、以下の各事業を実施しており、その進捗状況を報告する。 

 

１ 意欲的な事業者の支援体制強化による「突き抜け」 

  多くの事業者の課題は売上の伸び悩みや減少に起因しており、売上を増加して 

いくための仕組みづくりを支援する。 

（１）海外販路拡大支援事業 

   今後、海外の展示会出展やテストマーケティングを予定しており、以下のよ

うに実績集計後、産業環境委員会で報告する。 

  ア 展示会出展、テストマーケティング実施及び報告スケジュール 

 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

Ｒ４新規 

参加事業者 

（６社）※１ 

  

   

   ● 

Ｒ３からの 

参加事業者 

（９社） 

● ● 

   

  

 

 

 

 

  

※１ 今年度の新規参加事業者は、来年度、海外の展示会出展等を行う予定。 

※２ 参加事業者数は、現在調整中。 

 

（２）国内販路拡大支援事業 

   年度末にテストマーケティングを実施し、実績集計後、４月の産業環境委員

会で報告する。 

・ 実施時期：令和５年２～３月の２週間 

・ 実施会場：ｂ８ｔａ（ベータ）有楽町店 

       ※ 新たな商品の発見、体験に特化した新しいモデルの小売

店で、ＡＩカメラを活用した定量データとスタッフのヒア

リングによる定性データから情報収集が可能。 

   ・ 参加企業：１０社（予定） 

 

 

香港テスト販売に向けた 

商品ブラッシュアップ 
香港テスト販売 委員会で

結果報告 

香港 

Food Expo 
委員会で

結果報告 

デザイン深圳に向けた 

商品ブラッシュアップ 

シンガポール商談会に向けた

商品ブラッシュアップ 

デザイン 

深圳 ※2 

委員会で

結果報告 

シンガポール

商談会 ※2 

委員会で

結果報告 

● 

● ● 

● ● 
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２ 事業者の課題解決と経営意欲の「底上げ」 

  コロナ禍で苦しむ区内事業者の課題解決と経営意欲の向上等を図るため、新た

な支援施策として設置した「事業者なんでも相談員」と「ウェブ活用アドバイザ

ー」の４月～７月の相談実績を以下のとおり、報告する。 

（１）事業者なんでも相談員（１名） 

ア 相談実績（件） 

 訪問 電話 窓口 合計 

４月 ６ ４ １ １１ 

５月 ５ ６ ２ １３ 

６月 ５ ５ ３ １３ 

７月 ５ ２ ０ ７ 

合 計 ２１ １７ ６ ４４ 

 ※ 原則、事業者を訪問し、伴走支援で１件ずつ丁寧に対応 

 

イ 主な相談内容と対応 

    ・ コロナの影響もあり売り上げが下がり困っている 

（対応） 

      営業戦略を考えるきっかけを与えるため、現状のヒアリングをしたう 

えで経営者とともに複数回に分けてＳＷＯＴ分析（※１）を実施 

・ 突如、お店の経営を引き継ぐことになったが、経理の仕方がわからず 

困っている＜飛び込み訪問での相談対応＞ 

（対応） 

店主と領収書などを１枚１枚確認しながら仕分けや記入の仕方などを 

説明 

・ 集客したいが、どうしたら良いかわからない 

（対応） 

顧客ターゲットを絞るため、マーケティングの考え方の講義を複数回 

かけて実施 

 

ウ 飛び込み訪問と事業周知 

・ チラシ配布件数 ８７件 

※ うち、経営者と話ができた件数 ２５件 

    ・ 公社ニュース「トキメキ」９月号に掲載予定 

 

※１ ＳＷＯＴ（スウォット）分析とは、企業や事業の現状分析をするときな

ど に 使 う フ レ ー ム ワ ー ク で 、 『 強み（ Strength）』、『弱み

（Weakness）』、『機会（Opportunity）』、『脅威（Threat）』の頭文

字を取ったもので、この 4要素を使い分析を行っていくもの 
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（２）ウェブ活用アドバイザー（１名） 

ア 相談実績（件） 

 訪問 電話 窓口 合計 

４月 １４ ０ １ １５ 

５月 １６ １ １ １８ 

６月 １９ ０ １ ２０ 

７月   １１ １３ ６ ３０ 

合 計 ６０ １４ ９ ８３ 

 

イ 主な相談内容と対応 

・ ホームページからの新規顧客が減っている 

（対応） 

      事業内容や事例を具体的に写真等でわかりやすく充実させるよう提

案。写真撮影やキャプションテキストの書き方もアドバイスし魅力的な

発信が出来るよう支援 

・ コロナの影響で受注が減っており、新たな受注先を獲得したい 

（対応） 

ネットブランディングやＳＮＳ集客についてアドバイスし、マーケテ 

ィングの方向性を明確化するため、事業者なんでも相談員と連携した支 

援を実施 

 

ウ ホームページ作成・更新補助金の事前相談 

    令和４年度から開始したホームページ作成・更新補助金については、申請 

前のウェブ活用アドバイザーの事前相談を必須とし、作成前、作成後の情報 

発信に関する継続的な支援を実施している。 

（問題点） 

すべての事業者の方に訪問相談を実施しているため、効率的に対応でき 

ず、事業者の方を待たせてしまっている。 

（対応） 

支援を必要としている事業者の方には訪問相談を実施するが、以前作成 

したことがある等、一定程度知識がある事業者の方には電話相談で対応し

ていくことで、補助金申請までの時間を短縮していく。 
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３ コロナ禍により落ち込んだ区内の「消費喚起」 

区制９０周年記念事業として、コロナ禍の影響を受けた区内経済の消費喚起策

を実施し、１年を通じて行う切れ目のない経済支援について進捗状況を報告す

る。 

（１）「㊗レシートde９０周年事業」（終了） 

ア 登録店舗数 

   １，３９４店 

イ 商品券申請件数 

   ２８，２８９件・達成率２８２．８％（当初想定件数１０，０００件） 

  【内訳】 

  ２，０００円コース １２，１４９件（４２．９％） 

  ２，５００円コース １６，１４０件（５７．１％） 

ウ 年代別申請者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 経済効果 

２９３，７８８，９００円 

    【内訳】 

・ 実績（申請にあたっての店舗売上）２２９，１４０，９００円 

      ９００円×９枚×２８，２８９件＝２２９，１４０，９００円 

・ 商品券発行額 ６４，６４８，０００円【７月１５日発送完了】 

      ２，０００円×１２，１４９件＝２４，２９８，０００円 

      ２，５００円×１６，１４０件＝４０，３５０，０００円 

 

 

 

 



6 
 

オ 業種別登録店の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 登録店アンケート結果 

    ・ 調査数 １，３９４店舗 

    ・ 回答数 ８９６店舗（回答率６４．３％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ その他のアンケート結果 

      ・ 金額を９００円以上としたこと 「ちょうどいい」７４．９％ 

      ・ 集める枚数を９枚としたこと 「ちょうどいい」６７．２％ 

     ・ 来年度以降、登録店として協力するか 「する」９４．０％ 

 

 

 

効果が「あった」「少しはあった」

事業者の売上 

⇒前年同月比 平均９．７％増 
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（２）プレミアム商品券事業（足立区商店街振興組合連合会発行） 

ア 概要 

プレミアム率 ２０％ 

販 売 額 １セット５，０００円（６，０００円分） 

発 行 総 額 ３億６千万円（区補助６千万円） 

券    種 

（１）紙商品券（５００円単位で使用） 

（２）デジタル商品券(１円単位で使用)  

  ※ （１）（２）ともに１セットに「中小店専用

券」と「全店共通券」を組み合わせる。 

発 行 部 数 
紙商品券    ４０,０００セット 

デジタル商品券 ２０,０００セット 

申 込 数 
紙商品券    ８２,４２３セット 

デジタル商品券 ２９,６７０セット 

購 入 限 度 紙・デジタル共に一人４セットまで（最大８セット） 

使 用 期 間 令和４年７月１日～１２月３１日 

 

  
 

 

（３）「㊗キャッシュレス還元祭 de９０周年事業」 

ア 概要 

実 施 期 間 令和４年１１月１４日～１２月３１日 

対 象 店 舗 大型店・チェーン店を除く区内店舗 

ポイント付与

対象者 
居住地、年齢問わず対象とする。 

予 算 額 
１５億１千５百万円（当初予算額８億８千５百万円、 

第３号補正予算額６億３千万円） 

付 与 率 ３０％ 

付 与 上 限  
３，０００円／回    

２０，０００円／期間 

 

イ 常設サポート窓口設置（予定） 

区内各所に常設窓口を設置し、初めて利用する方へキャンペーンの概要や

スマホ決済の操作方法を個別に説明することで、キャッシュレス決済の理解

を深めてもらえるよう丁寧に対応する（サポート窓口開設に伴う必要な経費

は９月補正に計上予定）。 

（ア）場所 

・ 区役所１階アトリウム 

 ・ 生涯学習センター、地域学習センター 
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 （イ）説明内容 

 ・ キャンペーンの概要 

 ・ スマホ決済の操作方法 等 

 

ウ 周知 

    あだち広報（１１月１０日号）、「公社ニュース トキメキ」（※）、 

ＳＮＳ発信、町会・自治会掲示板等、駅構内 等 

※ ９月号・・・店舗募集、１１月号・・・事業・サポート窓口周知 

 

 エ その他 

    国・都の補助金も活用し、利用者・事業者共にキャッシュレス化の促進を

図っていく。 

問 題 点 

今後の方針 

今後も意欲的な事業者の支援による「突き抜け」、事業者の課題解決による「底

上げ」、区制９０周年と連動した「消費喚起」の三本の柱を丁寧に展開し、地域経

済の支援を複層的に行っていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年８月１９日 

件  名 
経済活性化会議の開催結果及び地域経済活性化基本計画改定の進捗状況

について 

所管部課 産業経済部 産業政策課 

内  容 

経済活性化会議の開催結果及び地域経済活性化基本計画改定の進捗状況

について報告する。 

 

１ 経済活性化会議の開催結果について 

  地域経済活性化基本計画の改定に伴い、計画の柱立てと施策の方向性

等について、経済活性化会議の専門部会及び全体会で検討を行った。 

（１）会議開催概要及び意見の反映 

両会議で寄せられた委員の主な意見と対応方針は、【別紙１】のと 

おり整理している。なお、審議事項の資料は【別紙２】参照。 

① 経済活性化会議 中間見直し専門部会 

委員構成 
（５名・五
十音順） 

区内事業者等 
（足立荒川職業協会、足立区工業会連合会、しまや出版、
ＴＯＫＹＯ町工場ＨＵＢ、西新井青色申告会） 

開催日 令和４年５月２３日 

審議事項／ 
資料 

・ 地域経済活性化基本計画の柱立てと施策の方向性 
【別紙２】 

② 経済活性化会議 全体会 

委員構成 
（１２名・
五十音順） 

学識経験者２名 
（文教大学 経営学部教授、流通経済大学 経済学部教授） 
区内事業者等１０名 
（足立荒川職業協会、足立区工業会連合会、足立区商店街
振興組合連合会、足立区消費者友の会、足立区しんきん協
議会、安心堂、しまや出版、ＴＯＫＹＯ町工場ＨＵＢ、西
新井青色申告会、リ・パブリック） 

開催日 令和４年６月２７日 

審議事項／ 
資料 

・ 地域経済活性化基本計画の柱立てと施策の方向性 
  【別紙２】 

 

２ 地域経済活性化基本計画の今後の改定スケジュール（予定） 

令和４年８月下旬 

～９月上旬 

経済活性化会議 全体会開催（計画案全体の検

討） 

令和４年９～１０月 パブリックコメント実施 

令和４年１１月 経済活性化会議 全体会開催（計画答申） 

令和５年１月 完成報告 
 

問 題 点 

今後の方針 

経済活性化会議やパブリックコメントでの意見も踏まえ、地域経済活性化

基本計画中間見直し案を作成していく。 
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地域経済活性化基本計画「柱立てと施策の方向性（案）」検討内容    【別紙１】 

該当箇所 委員の主な意見／計画への反映 

【柱１】 

意欲的な事業者

の取組を積極支

援 

  
ものづくり事業者と製品を使う現場が近い足立区の特性を活かし、両者が意

見交換できる場があると良い。 

  
製品を売るには見せ方（デザイン）も重要なので、クリエイティブな関係者

との繋がりを区にリードして欲しい。 

➡ 
「製造業・加工業等が集積する利点を活かした異業種との協業」の表現を、

柱立て１の記載内容に加筆する。 

【柱２】 

チャレンジ意

欲・事業者の対

応力の向上を促

進 

  
足立区の特色を柱立てや施策の方向性のなかで打ち出し、区の戦略を明確に

してはどうか。 

  
人情味のある区の強みをいかして、事業者に寄り添った支援が必要ではない

か。 

➡ 
「人情味のある足立区の特徴である」との表現を、柱立て２の記載内容に加

筆する。 

  途方に暮れている事業者に寄り沿う姿勢を示すべき。 

  
ＤＸを推進する前に、その前段階である基本的なデジタル化を早急に推進し

ていくべき。 

  ＩＴ活用のメリットの啓発を強化すべき。 

➡ 
今年度から「事業者なんでも相談」「ウェブ活用アドバイザー」等の伴走型

支援を導入しており、計画の個別事業例にも記載済み。 

【柱３】 

企業の成長を促

す人材確保を支

援 

  
ものづくりの現場と近隣の工業高校を繋ぎ、就職のきっかけになるように区

で働きかけてはどうか。 

  
女性や高齢者など多様な人材の就業意欲を応援し、就労環境を整えていくべ

き。 

➡ 
高校生への働きかけや多様な人材の就業支援は、各所管事業で対応してお

り、計画の個別事業例にも記載済み。 

【柱４】 

創業者の成長支

援と区内起業の

促進 

  足立区に呼び込みたい起業家を明確に打ち出してはどうか。 

➡ 計画の文章中で今後記載を検討する。 

【現況と課題】

(全体) 

  時勢を捉え、ＳＤＧｓの文言を計画に入れてはどうか。 

  
小売を中心に物価高騰が顕著だが、物価高についても計画へ反映してはどう

か。 

➡ 計画の文章中で今後記載を検討する。 
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基本構想 

基本計画 
【２０２５年度までの課題】 
売上の回復、増加につながる取り組みを支援し、成功例を示
していくことで、新たな取組に挑戦する意欲をもった事業者
を増やしていくことが重要である。 

現況と課題 

◆売上の回復、増加に苦心する事業者が多い 

柱立て（案） 施策の方向性（案） 個別事業例 

施策２-①経営相談・経営改善・資金調達支援 

個々の企業の経営基盤強化をはかり、地域経済全
体の活力を高めます。 

施策１-①販路開拓・販売促進支援 

ウィズコロナ、アフターコロナ下の販路拡大支援
として、国内外に「メイドイン足立」を広げま
す。 

◆今後も起こりうる事業環境の大きな変化に対応し
ていく力が重要である。 

【２０２５年度までの課題】 
現状維持を志向する事業者や、コロナ禍にあっても何ら対策を
講じていない事業者が多い現状に鑑み、変化への対応の重要性
を認識し、行動を起こせる事業者を増やしていく必要がある。 

◆テレワークや業務効率化等でインターネットを活
用する事業者が増えている一方、区内事業者の活用
状況は十分ではない。 

【２０２５年度までの課題】 
インターネット活用をしたくても導入が進まない企業の支援
と、導入の必要性を感じていない企業に対する活用促進が重
要である。 

 
◆生産年齢人口の減少が進む中、求職者の希望業種と人手が
不足している業種とのミスマッチにより、一部業種では人
材確保が大きな課題となっている。 

【２０２５年度までの課題】 
人手不足の解消を画一的な取り組みで解消することは難しい
ため、就労意欲が旺盛な高齢人材の活用、業務効率化等、課
題を有する事業者に応じた支援を行っていく必要がある。 

◆足立区で起業・創業する人を増やしていく必要がある。 

【２０２５年度までの課題】 
創業の成功事例を増やしていくことで、起業を志す方に選ば
れる区にしていくことが重要である。 

◆キャッシュレス決済及びインターネットを介した消費は、
今後も拡大が見込まれ、事業者及び消費者はデジタル機器
を使いこなしていく必要がある。 

【２０２５年度までの課題】 
事業者、消費者双方がデジタル機器を使いこなしていくため
の利活用促進策が必要である。 

◆訪日外国人、国内宿泊延べ人数共に、感染症の拡大によっ
て大きな影響を受けているが、旅行、観光の潜在的需要は
健在である。 

【２０２５年度までの課題】 
感染症と共存する取り組みや、感染症収束後に向けて多様な
主体と連携したまちの魅力づくりが必要である。 

柱 1意欲的な事業者の取組を積極支援 

製造業・加工業等が集積する利点を活か
した異業種との協業や販路拡大、先進技
術の導入等を試みる意欲的な区内事業者
（リーディング企業）を支援し、売上増加
により地域経済の活性化を図ります。 

柱 2 チャレンジ意欲・事業者の対応力の

向上を促進 

人情味のある足立区の特徴であるアウト
リーチや伴走型支援で、事業環境の変化
に伴う課題解決をサポートし、事業者の
経営意欲の向上を促します。 

柱 3企業の成長を促す人材確保を支援 

様々なスキルを持つ人材を区内企業にマ
ッチングし、企業経営力の強化と就業の
促進を図ります。 

区内創業者を継続的に手厚く支援するこ
とで成長を促し、創業満足度を高め、区内
での起業を促進します。 

柱 5新たな消費生活への適応 

拡大が見込まれるキャッシュレス決済、
インターネットを介した消費に対する事
業者・消費者双方のデジタル社会への適
応を後押しします。 

柱 6 訪れたくなるまちの観光施策とプロ

モーション 

区内エリアの回遊性を向上させるととも
に、地域資源の発掘・活用に努め、インパ
クトある情報発信により区内外の評価を
高めることで来街者を増やします。 

施策２-②インターネット活用支援 
インターネットを活用し、経営環境の刷新を支援
します。 
 

施策３-①区内人材を高度に活かし企業経営を支援 

区内中小企業の人材確保・定着を支援します。 

施策５-①キャッシュレス決済対応支援 

新時代に対応した決済方法の導入を推進します。 

施策４‐③事業拡大期における支援 

事業拡大へ向けた継続的な支援を行います。 

施策４‐②スタートアップ期における支援 

創業から３年目までの最も不安定な時期の創業者
への伴走支援を行います。 

施策４‐①起業準備期における支援 

起業マインドの醸成を図ります。 

施策３-③求職者と企業を結びつける就労支援 

関係機関が連携し、ひとり親やシニアなど様々な
求職者に対する就労支援を行います。 

施策３-②企業の成長を支える人材育成を支援 

従業員の能力や技術力を向上させ、企業の「突破
力」を磨きます。 

施策５-②消費者教育の推進と消費生活相談の充実 

キャッシュレス決済等に関連した新たな消費生活
被害等を防ぐため、消費者啓発を進めます。 

施策６-②来街者を呼び込む情報発信 

ターゲットに応じて、多様な媒体を活用し、地域
資源の魅力を効果的に PRします。 

施策６-①観光資源を磨く・繋ぐ 

５大イベントの実施や民間企業・NPO 団体等と連
携した取り組みにより、賑わいを創出します。 

・ステップアッププログラム  
・新製品・新事業開発補助金 
・創業資金②申告後(融資あっせん) 

・起業家支援塾(実践編) ・創業塾(東京電機大学) 
・アントレプレナークラブ(東京電機大学) 

・女性・シニア向け就労支援セミナー（都区共催） 
・ひとり親家庭総合支援事業 
・就労促進定着支援事業 
・生活困窮者就労準備支援事業  
・生活保護受給者等就労支援事業  
・介護人材雇用創出事業 
 

・産業技術・経営研修会助成事業  
・都立城東職業能力開発センター（都） 

・区内中小企業人材確保支援事業 
・中小企業の福利厚生支援  
・ワークライフバランス推進企業認定制度  
・保育士確保・定着対策事業  
・元気な職場づくり応援事業 

・ウェブ活用アドバイザー ・IT-IoT相談  
・IT-IoT導入補助金    ・ECモール出店   
・オンライン見本市等助成事業補助金 
・ホームページ作成更新補助金 

・事業者なんでも相談員   
・トータルマッチング事業 
・中小企業専門相談     
・中小企業融資 

・国内、海外販路拡大支援事業 
・足立ブランド認定・推進事業 
・見本市等助成事業補助金 
・新製品・新事業開発補助金 
・技術支援補助金 

・消費者教育事業（各種講座等の実施、消費者
団体活動支援） 

・消費生活相談事業 

・商連プレミアム商品券事業  
・㊗キャッシュレス還元祭 de９０周年事業  

・創業者経営力アップ支援事業 ・創業支援施設 
・空き店舗マッチング支援事業    
・創業プランコンテスト 
・創業資金①申告前(融資あっせん)  
・創業支援等事業計画 
 

・あだち観光ネットや SNSでの発信  
・足立区街フォトコンテスト 
・あだちの輝くお店セレクション    
・区内 PR冊子の配布  

・区の５大イベント（足立の花火、光の祭典等） 
・御宿場印プロジェクトへの支援 
・駅からハイキング ・千住街歩き 

地域経済活性化基本計画の中間見直し 柱立てと施策の方向性

 

※「起業」は実際に事業を立ち上げる前、 
「創業」は事業を立ち上げた後の事業者
（人）を指すものとして定義 

柱 4創業者の成長支援と区内起業の促進 

【別紙２】 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年８月１９日 

件  名 緊急経営資金（新型コロナウイルス対策資金）の受付状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

 

新型コロナウイルス感染拡大による緊急経営資金の受付件数等、融資実行

状況の令和４年７月末までの実績について、以下のとおり報告する。 

 
 

１ 緊急経営資金等受付件数 

月 緊急経営資金 
セーフティ 

ネット４号 

セーフティ 

ネット５号 

危機関連 

保証 

Ｒ２.３月 ８３９件 １４０件 ３３件 １件 

４月 １,５１０件 ３４１件 ４４件 ５６件 

５月 ８２７件 ７６７件 １０６件 １５１件 

６月 ５９８件 ８５８件 １７７件 １６３件 

７月 ３９１件 ６５１件 １５１件 １２１件 

８月 ２９０件 ４１９件 ９２件 ５３件 

９月 ２５１件 ３８８件 ６６件 ６３件 

１０月 １８８件 ３４５件 ６９件 ４２件 

１１月 １８２件 ３４０件 ６５件 ６５件 

１２月 １６６件 ３１１件 ６６件 ５７件 

Ｒ３.１月 １２９件 ２１７件 ４６件 ３７件 

２月 １６９件 ３０３件 ４２件 ３５件 

３月 ３１２件 ７０９件 １８１件 １３９件 

４月 ９４件 １０７件 ２７件 １９件 

５月 １４３件 ８４件 ７件 １２件 

６月 １８４件 ９１件 １１件 １４件 

７月 １６９件 ９４件 １０件 １１件 

８月 １４１件 ９６件 ７件 １４件 

９月 ２７７件 １４６件 ６件 １７件 

１０月 １２６件 ８２件 ７件 ６件 

１１月 １６０件 １００件 １５件 ２０件 

１２月 １６６件 １２３件 １３件 １８件 

Ｒ４.１月 １２５件 ９３件 ７件  

２月 ２３７件 １８２件 １４件  

３月 ５０５件 ２６４件 ２５件  

４月 １３０件 １０１件 ６件  

５月 １４３件 ９７件 ７件  

６月 ２１６件 １５０件 ８件  

７月 １４６件 ８６件 ５件  

計 ８,８１４件 ７，６８５件 １，３１３件 １，１１４件 
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  新型コロナウイルスに係るセーフティネット等の各申請期限は、セー

フティネット４号は令和４年６月１日から９月３０日まで、セーフティ

ネット５号は令和４年６月３０日から９月３０日まで延長された。ま

た、危機関連保証の申請は令和３年１２月３１日をもって終了した。 

 

※ セーフティネット保証とは 

様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった

中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で

保証を行うもの。市区町村が認定する。 

・ ４号 自然災害等の突発的災害を対象として全都道府県を指定。原則 

として最近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて 

２０％以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

・ ５号 全国的に業績が悪化している業種を指定。原則として最近 

１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて５％以上 

減少している場合、保証協会が債務の８０％を保証する。 

・ 危機関連保証 大規模な経済危機、災害等により中小企業につ 

いて著しい信用の収縮が全国的に生じており、実際に売上高等の 

減少がみられる中小企業者を支援するための措置。原則として最 

近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて１５％ 

以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

セーフティネット保証との併用が可能。 
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２ 融資実行件数等  

月 融資実行件数 実行金額 信用保証料補助額 

Ｒ２.３月 ２４件 １８５,５００千円 ４,８３５千円 

４月 ６８３件 ４,８７７,２００千円 １３０,００９千円 

５月 ８８２件 ６,１００,６００千円 １５７,７５２千円 

６月 ８０８件 ５,３１５,８８０千円 １４１,８６７千円 

７月 ６２４件 ４,２３９,７００千円 １１６,４１６千円 

８月 ４８７件 ３,３４８,４００千円 ８５,７８３千円 

９月 ３９０件 ２,７１０,４００千円 ７１,０１３千円 

１０月 ２９５件 １,７７２,５００千円 ４４,１１０千円 

１１月 １７１件 １,０６９,１１０千円 ２７,６０１千円 

１２月 １８６件 １,０７３,３００千円 ２９,１０８千円 

Ｒ３.１月 １５３件 ９４７,２００千円 ２２,１５１千円 

２月 １０１件 ４９８,０００千円 １１,９２５千円 

３月 １６７件 ８７９,５００千円 ２２,３０５千円 

４月 ２１９件 １,２６２,７７０千円 ３３,１００千円 

５月 １３１件 ６６１,４００千円 １７,２２２千円 

６月 １６６件 ６９１,２５０千円 １６,５８６千円 

７月 １３４件 ６８９,２４０千円 １７,０３５千円 

８月 １５５件 ７５９,８００千円 １７,０７５千円 

９月 １５５件 ７７３,８００千円 １７,３３８千円 

１０月 ２３９件 １,２３５,４００千円 ２９,１９２千円 

１１月 １１７件 ５５８,１００千円 １２,８２６千円 

１２月 １５７件 ７３５,６００千円 １７,９０１千円 

Ｒ４.１月 １３５件 ６６９, ３２０千円 １６,４１３千円 

２月 １１６件 ５１８,８４０千円 １２,７２７千円 

３月 ２０５件 １,０２７,４００千円 ２１,９６９千円 

４月 ３８４件 １,９１０,７００千円 ４３,９６１千円 

５月 ２１０件 ９１６,１５０千円 １９,０８４千円 

６月 １４０件 ６４６,１９０千円 １３,４８９千円 

７月 １９５件 ９８５,３８０千円 １８,８１８千円 

計 ７,８２９件 ４７,０５８,６３０千円 １,１８９,６１１千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

コロナ禍における原油価格や物価高騰による影響を受ける事業者の負担軽

減のため、令和４年８月１日から融資上限額を１０００万円から２０００万円

に引き上げるとともに、申込期限を令和４年度末まで延長した。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和４年８月１９日 

件  名 
創業プランコンテスト及び新製品・新事業開発補助金の受賞者の 

現状について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

１ 概要 

両事業は、採択後５年間は事業者から報告書の提出を求めている。 

平成２８年度から令和２年度に採択された事業者の状況は、 

別紙１(創業プランコンテスト)、別紙２(新製品・新事業開発補助

金)のとおりである。 

 なお、今年度は二酸化炭素排出実質ゼロに向けたビジネスプラン

について加点措置を設けている。 

※ 補助金対象事業者 

・ 創業プランコンテスト：創業予定～創業３年未満 

・ 新製品・新事業開発補助金：創業３年以上 

 

２ 今年度のスケジュール 

  募集期間        ４月１１日～６月１０日 

  応募件数        ９件(創業プランコンテスト) 

              ８件(新製品・新事業開発補助金) 

  第一次審査（書類選考） ～７月１日  

  第二次審査（面接選考） ７月２２日(創業プランコンテスト) 

              ８月１日(新製品・新事業開発補助金) 

  採択事業者決定     ８月５日 

  表彰式         ９月７日(予定) 

問 題 点 

今後の方針 

 毎年、報告書の提出を求めており、各事業の状況を確認している。

今後も、より積極的に事業展開が広がるよう、助言を行っていく。 

 

 

 



H29年度
調査時

H30年度
調査時

R1年度
調査時

R2年度
調査時

R3年度
調査時

H29年度
調査時

H30年度
調査時

R1年度
調査時

R2年度
調査時

R3年度
調査時

1
統計解析技術を活用した医療関連データの解
析及び論文化支援事業

110 ○

　全事業のうち、採択事業が100％である。
創業以来売り上げは徐々に伸びている。医療関係の
資料や解析データの保管義務があり、水没や地震の
リスクを考え、令和３年に埼玉県に移転。

｢はばたき｣か
ら区内、令和
３年区外に転

出

2 精神科に特化した訪問看護ステーション 109 ○

　足立区、江戸川区、新宿区に店舗が拡大。来期以
降、荒川区に出店予定。

区内で
継続中

3 保護者･音大生向けバイオリン工作教室 86 ○

　コロナ禍の影響で昨年に比べ参加者数は減少。
工作後のリピートを確保しづらいことが原因で利益
確保ができていないことが今後の課題である。 「かがやき」

から台東区西
浅草転出

4
国内及び海外の製造業向けプロジェクト推進
サービスの展開

145 ×

　採択事業については経営的にこれ以上継続が難し
く、利益が見込めないと判断し、一旦事業を中止。
経営が安定してから再検討する。

｢かかがき｣か
ら千代田区鍛
冶町転出、そ
の後、区外の
自宅で事業継
続中

5
義肢装具の製造販売と義肢装具使用者のフォ
ローアップ

H29 200 ○

　採択事業を100％継続中。人材の確保、教育、従
業員の教育などの経営に必要な時間を確保するのが
難しい状況。足立区内の病院との取引きを更に増や
したい。

区内で
継続中

6
足立の子どもの思考力・判断力・表現力向上
のための作文指導事業

188 ○

  採択事業が１００％である。自社によるブラン
ディングと販売の好循環が作れていない。別の形の
販売方法を新しい時代にマッチした形に整える必要
があると考えている。

区内で
継続中

7 ドローン運用コンサルティング 200 ○

　採択事業については、契約している事業者と解約
率０％で順調に推移している。現在ドローンへの関
心や理解は一般化し、利用者増となることを見込ん
でいるので、早急に対応し、需要に対して取りこぼ
しの無い体制を整えていく。

「かけはし」
から荒川区に
転出

8
人工透析患者が治療中に使用する見守り保温
カバーの販売

61 ×

　個人事業主の事情により、事業を休止している。 「かけはし
シェアード」
から区内の自
宅で休止中

9
パーマ施術時間短縮を図る新しい美容器具の
開発・販売

70 ○

　初年度は美容学校が買い取ってくれたが、コロナ
禍で営業ができず、現在は本業の美容院の売上げ回
復を優先している。

区内で
継続中

10
IoTでスマート農業を実現する環境制御装置
「ポケットファーム」

134 〇

　世界的な半導体不足のため、採択事業の営業が積
極的に出来なかった。今後もこの問題の影響がしば
らく続く可能性が高い。

「かけはし」
から「あかつ
き」へ入居、
その後区内で
継続中

11
家庭教師と生徒のマッチングアプリの開発、
サービス開発

R2 200 〇 100 5

　生徒が集まっていないため、売り上げがあがって
いない。サービスをどのように認知させていくか、
認知した後にどのように固定客として定着させてい
くかが課題であると考えている。

「かがやき」
に入居中

備考今後の見通し等

助成事業
実施状況
(継続は
○）

助成事業の
売上高の合
計と助成金
額との比較

補助金
実績

(万円)
最大200
万円

直近１年間の全事業の売上高の推移
(最初の調査時を100とした場合)

助成事業の売上高が会社全体の売上に対する割合（％）

H30

H28

R元

創業プランコンテストの受賞者の現状について

創業プランコンテスト実績一覧（平成28年度～令和2年度採択分）

助　成　事　業　名 採択年度

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 106
163

200

100

199 235 262

316

100

595 667 753

1056

100

67

37
67

43

100
122

42

80

28

100
63

100 100 100

1.7 0.1

100 86

10.2

21 37
33

37

10 10

5

0 0

34 35 20100 91
114

100 122 130

100 100 100 100

1.8 0

別 紙 １
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新製品・新事業開発補助金の受賞者(ビジネスチャレンジコース含む）の現状について

H29年度
調査時

H30年度
調査時

R1年度
調査時

R2年度
調査時

R3年度
調査時

H29年度
調査時

H30年度
調査時

R1年度
調査時

R2年度
調査時

R3年度
調査時

1
ウェアラブル端末の画面枠を細くするため
の、接着剤塗布装置の開発

H28 169 ○
ウェアラブル機器向けのアプリケーションでは将来性の
あるテーマで案件をうけており、さらなる製品性能の向
上が求められており鋭意取り組んでいる。

2 衝撃緩和型建材畳の製造及び施工 91 ○
コロナ禍において、苦戦しているが、高齢者社会、災害
時の備蓄畳等注目度は依然高い。

3 口腔内の改善剤の開発事業 348 ○

課題はそれぞれの国で歯痛、口内炎に対するニーズはあ
るものの、販売促進につながる訴求方法を見極めるこ
と、また手ごろな値段のレベルを見極めることが必要。
当たれば極めて大きな商いを得られる見込み。

4 オリジナルプラスチック製玩具の開発 403 ○
新パーツ（車輪）の製作に取り掛かっており、作れるモ
デルのバリエーションを増やしていき、幼稚園・保育園
向けに提案を強化していく。

5
トラック荷台用雨除け装置(商品名カーゴ
タープ)の事業化

84 ○
売上の回復や新しい防水生地の目途がついたことによ
り、本事業を再開したが、ロジスティックの関係が一部
解決せず、現時点ではサンプルの対応で止まっている。

6
ビル、マンション等のルーフドレン(屋上、
バルコニーの排水口)の再生工法

246 ○
ＤＲ工法の応用で設備配管の再生工法を始め、通気管再
生、浴室排水トラップの再生工事を多く受注している。

7
流体力学的反応に関するＮＭＲ(核磁気共鳴)
測定を行うための補助装置の実用製品化

278 〇
タンパク質の構造等の研究で世界的な研究所の先生に購
入してもらったため、今後の成果に期待している。

8 日本一開けやすいボトル 232 〇
今後も助成事業のボトルを中心に、「シンプルだけど、
ちょっと違う「家電・雑貨」」ブランドを展開してい
く。

9
下肢装具に合うスタイリッシュな靴の開発・
販売

300 〇 100 0

コロナウイルス感染症の影響のため令和元年度採択であ
るが、令和２年度より事業開始。コロナ禍の影響により
思うように企画が進めることができなかったが、次回の
決算期までには、約３５０万円の売上を予定している。

10 出生前DNA鑑定プラットフォーム開発事業 300 〇 100 7.1
技術的な背景を固めるため、国内出願済の特許につい
て、国際特許を出願した。

11
ストレッチフィルム・エアパッキンの新しい
処理方法の開発

300 〇 100 0.01
廃プラスチックの排出削減や、使用済みプラスチックの
再利用が叫ばれている状況であるので地道に営業活動を
続け、事業の発展につなげる。

12
物件寸法計測を簡略化するアプリケーション
「屋根はかる君」の開発

300 〇 100 1
テスト運用時点で関心を寄せる多くの企業の協力を得て
いることから本リリースした際の契約は、ある程度の見
込みがあると考えられる。

新製品・新事業開発補助金実績一覧（平成２８年度～令和２年度採択分）

助　成　事　業　名 採択年度

助成金額
(万円)

最大300万
円助成

助成事業
実施状況
(継続は
○）

助成事業の
売上高の合
計と助成金
額との比較

直近１年間の助成事業の売上高の推移
(最初の調査時を100とした場合)

助成事業の売上高が会社全体の売上に対する割合
（％）

今後の見通し等

R2

R元

※  平成３０年度から「ビジネスチャレンジコース」が「新製品・新事業開発補助金」として継続している。
※ 「ビジネスチャレンジコース」の最大助成金額は５００万円。

H30

H29

別紙２

100
42

9
60 56

30 29.98
10.9

19.9 25

100
40 21 21

2.75
1.12 0.5 0.45

100
436

763

23 26.7

83.0
67.6

15.8

100 177
560

155 0.54 1.01

4.8
1.58

100

0 0

0.13

0 0

100

296 413

0.23
0.65

1.03

100

41 1.28

2.5

100

119
0.33

0.36
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年８月１９日 

件  名 足立区勤労福祉会館指定管理者評価委員会の評価結果について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

足立区勤労福祉会館条例第１８条に基づき、足立区勤労福祉会館指定

管理者評価委員会（以下「評価委員会」という）による評価を行ったの

で、報告する。 

 

１ 主な業務内容 

（１）維持管理業務 

館内の美化、備品の管理、防火管理、安全確保等 

（２）運営管理業務 

会館の利用案内、使用料等の収納、貸し出し管理等 

２ 指定管理者 

  株式会社エム・ワイ・カンパニー（代表取締役 高村 充） 

３ 指定管理料 

  ３９，８４５，０９３円（税込） 

４ 評価結果 

  ６０点満点中５１点 得点率８５％ 総合評価Ａ（７段階中６） 

※ 詳細は別紙１「指定管理者評価シート」のとおり 

（評価項目及び評価基準は、別紙２「評価基準表」参照） 

５ 評価対象期間 

  令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

６ 評価委員会開催日 

  令和４年７月１５日（金） 
７ 評価委員会委員構成（計６名、敬称略） 

種 別 氏 名 所属等 

学識経験者 

（有識者を含む） 

川 端   薫 

【委員長】 

東京都社会保険労務士会

足立・荒川支部 

中 村 初 美 東京税理士会足立支部 

関係団体構成員 
稲 垣 茂 男 足立成和信用金庫 

吉 田 斉 能  東京地下鉄株式会社 

区職員 

大久保 慎 也 中央図書館長 

森 田 路 子 
こども支援センターげん

き教育相談課長 
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８ 評価資料 

（１）基本協定書        （11）苦情・要望対応資料 

（２）年度協定書及び仕様書   （12）利用者満足度資料 

（３）事業計画書        （13）令和３年度会館利用状況表 

（４）事業概要         （14）接客力向上資料 

（５）管理運営資料       （15）経営状況調査表 

（６）安全確保資料       （16）勤労福祉会館条例 

（７）法令遵守資料       （17）勤労福祉会館施行規則 

（８）労務管理資料       （18）勤労福祉会館運営基準 

（９）財務運営資料       （19）評価委員会運営要綱 

（10）事業の取組資料  

 

９ 評価結果の公表 

  足立区ホームページにて、令和４年８月下旬掲載予定。 

10 委員会での主な意見と対応等 

（１）主な意見 

管理運営の履行、安全性の確保、法令順守、労務管理、財務管

理、苦情対応は適切に運営・対応されており評価できる。様々な取

組みが利用者満足度の高さにつながっていると考えられる。情報発

信など利用率向上に向けての工夫を期待する。 

（２）対応策 

大規模改修後のリニューアルオープンも見据え、ホームページや 

SNSを活用した情報発信に取り組んでいく。 

問 題 点 

今後の方針 
 課題や改善点など、評価結果を管理運営業務に活かすとともに、今後

も評価委員会の適切な運営に努めていく。 
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別紙第２（第５条関係）
足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート

別紙１

大項目 中項目

5 4

5 4

5 4

5 5

(５点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

指定管理者 担当課 評価委員会

5 4

5 4

5 5

5 4
(５点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

1
 
管
理
運
営
状
況

水準を下回る：２点　水準を大きく下回る：１点　

        【評価点】水準を大きく上回る：５点　水準を上回る：４点　水準どおり：３点　

【評価対象年度】　　　令和３年度：令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日

事故への対応
◆緊急連絡網が作成されている
◆マニュアルが策定され、職員に周知されている

(

2

)

安
全
性
の
確
保

(

1

)

適
切
な
管
理
運
営
の
履
行

基本協定や年度協定、事業計画に沿って適切に管理運営されているか 指定管理者 担当課 評価委員会

確認項目 評価点

施設の安全性は確保されているか

施設・設備の安全性の確保
◆設備等の破損・経年劣化への対応（適切な修繕等）

防災への配慮
◆防火管理者を配置し、防火管理計画を策定している
◆火災、地震等を想定した防災訓練の実施

防犯への配慮
◆館内外の巡回、異常等の記録及び報告
◆鍵の管理の徹底（マニュアルの適宜見直し含む）

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】各点検箇所・項目に対して、指定の時期に適切に検査を実施している。綾
瀬警察署（危機管理アドバイザー）の指導のもと、不審者が来館した場合のシュミレーション研
修を行った。

【改善すべき点・課題等】移転場所からリニューアルした会館に戻る作業も通常業務の他に行う
ので余裕を持って準備をしていきたい。

【特記事項】コロナ対応については、区からの指示に基づき、迅速かつ正確に対応していた点を
防災の項目で評価し、５点とした。その他の項目について、適切に対応しているとして４点と評
価した。

適切な人員配置
◆管理責任者（職務代行者含む）が常時配置されている
◆業務に必要な人数が確保されている
◆AED操作、救命講習受講の職員の配置等

施設の清掃の実施
◆建物清掃（毎日）定期清掃（年3回）ガラス清掃（年3
回）じゅうたん清掃（年2回）特別清掃（年1回）
◆館内殺虫消毒、防鼠作業（年2回）

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】業務責任者と館長・副館長は定期的な会議を設けてお互いの意思疎通を図
り、区に対しては定例会・工事の連絡会・移転の打ち合わせ等、報告・連絡を綿密に行う体制を
とった。館長・副館長・社員をバランス良く配置し、一時移転での準備等、常に様々な事案に対
応できるよう人員も準備した。

【改善すべき点・課題等】既存のマニュアルを見直し、リニューアル後のマニュアルを検討・準
備している。コロナ禍の中、スタッフの健康管理にも重点を置いた。スタッフの多くが感染した
場合を想定して人員の補充については本社より応援できる体制を構築した。

【評価すべき点・課題等】
・施設自体の老朽化があるなかで、安全性を確保されている。
・不審者対応においては、くれぐれも無理をせず、スタッフの身の安全を第一にしてほしい。

施設・設備の保全（各種保守点検）の実施
◆エレベーター、自動ドア、空調設備点検
自家用電気工作物点検、電気点検（毎月） 4.0

施設の管理運営体制
◆スタッフの連携・協力体制
◆区との報告・連絡・相談による協働等（定例会毎月）

【特記事項】プルミエの大規模改修工事においては、関係機関との調整や利用者への丁寧な説明
により、大きなトラブルもなく終了した。施設管理運営について問題なく運営できていると評価
した。

【評価すべき点・課題等】
・施設清掃の充実は、アンケート結果にも表れており、評価できる。
・救急救命講習を全スタッフが終了していることは評価できる。

4.2
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別紙第２（第５条関係）
足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート

別紙１

大項目 中項目 確認項目 評価点

5 4

5 4

5 5

5 5

5 5
(５点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

5 5

5 5

5 5

5 5
(５点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

1
 
管
理
運
営
状
況

(

4

)

適
切
な
労
務
管
理

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】労働契約は法令に則り、会社・労働者双方の合意の上、書面にて労働契約
を交わしている。コロナワクチン特別有給休暇を付与し（1回に1日、3回分）安心してワクチン接
種ができる体制を推進した。4年連続、有給休暇消化率は70％を超えている。

【改善すべき点・課題等】本年度、ワーク・ライフ・バランス推進企業認定★★★と推進企業分
野別マスター認定を足立区より贈呈された。今後も従業員とともにワーク・ライフ・バランスの
充実に積極的に取り組み働き方の見直しや業務向上に向けて取り組んでいく。
　

(

3

)

法
令
等
の
遵
守
（

※
倫
理
性
も
含
む
）

労働契約の整備等
◆契約内容は適切で不備等はないか
◆労働条件の書面での明示

労働条件等の適用
◆労働時間、休憩・休暇、勤務シフト等の適正な運用
◆服務規律は適切か

健康・安全衛生管理、各種保険制度
◆スタッフの健康診断、安全衛生の確保
◆年金、雇用保険等が整備されているか

執務環境の整備等
◆快適な職場となるよう管理されているか
◆ワークライフバランスの推進

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】弊社ISO事務局担当者より個人情報取り扱いの審査があり、業務責任者・ス
タッフが個人情報を配慮して取り扱っているかを確認・指導を行っている。税理士の指導によ
り、勤続年数・能力等により最低賃金以上の支払いをし、賃金台帳の整備・管理を行っている。

【改善すべき点・課題等】実際に事故が起きることがほぼない分、具体的な事例（万が一起きた
個人情報漏洩）に対しての研修を増やすことが大切であると考えている。

【特記事項】事故等も起きておらず、個人情報保護の取組や従業員への研修の実施など、適切に
行われているが、高次な取組とまでは言えないため４点とした。

【評価すべき点・課題等】
・個人情報保護法が令和４年４月１日に改正されているので、未対応の部分があれば対応してほ
しい。
・個人情報保護においては、法の存在が知られるにつれ、様々な予期せぬ指摘が急に来ることが
あるので、このことを想定したトレーニングが有効だと思う。

評価委員会

4.5

4.8

労務環境が整備され適切に管理運営されているか 指定管理者 担当課 評価委員会

個人情報保護の取組
◆内部規定の策定　◆研修の実施

各種法令等の遵守
◆研修の実施

利用記録等各種情報の管理
◆保管場所の施錠
◆保存年限が過ぎた書類の適切な破棄

個人情報事故への対応
◆個人情報の漏洩や個人データ紛失事故等の有無

公契約条例の遵守（適用施設は必須）
◆労働者に対して労働報酬下限額以上の賃金等が支払わ
れているか、また、台帳の整備がされているか

個人情報保護、公契約条例等は遵守されているか 指定管理者 担当課

【特記事項】ワーク・ライフ・バランス推進企業認定や推進企業分野別マスター認定など、労働
環境整備に力を入れている結果とうかがえる。５点評価とした。

【評価すべき点・課題等】
・ワーク・ライフ・バランスを推進するため、有休の取得にこだわってほしい。
・ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定など、適切な労務環境が整備されており、評価でき
ると判断した。
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別紙第２（第５条関係）
足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート

別紙１

大項目 中項目 確認項目 評価点

5 5

5 5

5 5

5 5
(５点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

4 4

4 3

5 5

5 5
(５点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

3.8

【改善すべき点・課題等】施設の情報発信がまだ不充分なところもあり、誰もが見やすいホーム
ページの改善とSNSによる情報発信をしていくことが課題であると考えている。

【特記事項】事業については、コロナ禍での実施を踏まえた企画や事前準備等を行っていたが、
実施には至らなかった。取組への評価として４点とした。

【評価すべき点・課題等】
・利用促進の一環として、スマートフォン専用ページの作成、ＳＮＳでの発信を期待する。
・コロナ禍でもあり、事業の実施が難しい時もあったと思うがその中でも工夫して取組がなされ
ていた。

【アピールポイント】ホームページは見やすく分かりやすく整備した。新型コロナウイルス感染
拡大予防による閉館時間の変更や利用人数制限が頻出したが、そのたびに勤労福祉会館WEBサイト
で情報を掲出した。各部屋の予約状況（空き状況）は毎日更新することで利用者様の予約に役
立っている。弊社の本社はISO14001環境マネジメントシステムを取得している。弊社ISO事務局担
当者の指導の下、節電のために蛍光灯の間引き、こまめな部屋の消灯、温度設定、トイレの水の
節水、特に裏紙の利用等スタッフ全員で取り組んでいる。

1
 
管
理
運
営
状
況

(

5

)

適
切
な
財
務
・
財
産
管
理

適切な財務運営・財産管理が行われているか 指定管理者 担当課

4.8

2
 
事
業
効
果

(

1

)
事
業
の
取
組

事業計画どおりのサービスが提供されているか 指定管理者 担当課

評価委員会

経理処理
◆経理の明確な区分
◆帳簿、関係書類による経理状況の明確化

経理・現金に関する書類等の管理
◆帳簿、領収書等が整理保存されている

経理を担当する常勤の職員
◆出納係または経理責任者等の配置

外部者によるチェック体制の構築
◆定期的に公認会計士等、外部者によるチェックを受け
ている。

評価委員会

事業の企画、実施、成果
◆自主事業の実施及び成果
◆新規事業実施や既存事業の改善に取り組んでいるか

利用促進への取組（広報、ＰＲ等）
◆ホームページの充実
◆地域への案内及びチラシの配布等周知

地域特性に配慮した取組
◆近隣施設・商店街等との連携及び成果
◆地域住民との連携

環境配慮への取組
◆エコ対策の実施及び成果

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】経理処理、経理・現金に関する書類の管理を、経理を担当する常勤の職員
と外部者によるチェック体制で構築している。

【改善すべき点・課題等】レジスターの導入については、会館のリニューアルに合わせて行おう
と考えている。

【特記事項】適切に管理されているため５点とした。レジスターの導入については、機種等を検
討し、リニューアル時に導入していきたいと考えている。

【評価すべき点・課題等】
・管理状況は適切である。
・現金以外の決済の多様化が進んでいるが、運営に負担のかからない範囲で対応すれば充分だと
考える（対応しすぎると逆に混乱の元となる）。

記
入
欄

指
定
管
理
者
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別紙第２（第５条関係）
足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート

別紙１

大項目 中項目 確認項目 評価点

5 5

5 5

5 5
(５点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

8 10

10 10

10 8

8 8
(10点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

2
 
事
業
効
果

(

3

)

利
用
者
の
満
足
度
（

ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
等
に
よ
る
）

施設の快適さ
◆利用者の満足度
◆施設の清潔さ、案内サインの充実

接客の満足度
◆窓口対応や挨拶、利用者への声かけ
◆清潔な身だしなみ

職員の対応
◆施設の利用方法や貸出物品の使用方法の説明のわかり
やすさ

貸出物品の周知と運用
◆利用者向けの案内が作成され周知されているか
◆運用マニュアルが策定され、適切に運用されているか

利用者の満足を得られているのか　係数×２ 指定管理者 担当課

5.0

評価委員会

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】築34年ではあるものの、会館・清掃スタッフ全員でこまめな清掃をし、
「満足」「やや満足」を合わせて90％以上の高評価を得ている。

【改善すべき点・課題等】コロナ禍における利用者様のニーズをさらに把握し、可能な限り利用
者様の要望を取り入れていくことが、利用者様からの勤労福祉会館の利用率につながると考え
る。

【特記事項】利用者の満足についてどの項目も利用者からの高い評価を得ている。施設の利用方
法については、施設の老朽化も関係していると考えられるが、「満足」が６割程度であるため８
点とした。

【評価すべき点・課題等】
・利用者の満足度も、おおむね高く、評価できる。
・テレワーク施設として開放を希望する方は多いかもしれない。

利用者からの要望・苦情に対して適切に対応しているか 指定管理者 担当課

8.7

(

2

)

苦
情
要
望
等
へ
の
対
応

評価委員会

要望苦情の受付体制
◆意見箱の設置
◆利用者からの要望を積極的に聴取しているか

要望・苦情の対応
◆対応方法が明確になっているか
◆適切な対応を取れているか

要望・苦情の対応結果公表
◆掲示板等での要望・苦情の対応結果が公表されている
  か

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】意見箱、窓口・電話での苦情は専用のノートに記入し、毎日の引継ぎ時に
も公表している。個々人の問題として捉えずスタッフ全員で把握するようにしている。

【改善すべき点・課題等】シフト体制であるので、要望・苦情の情報共有化を図ることが最重要
課題である。そのために連絡ノートを今以上に活用したいと考えている。

【特記事項】苦情対応については、迅速かつ適正に対応している。

【評価すべき点・課題等】
・意見・要望に対してもすみやかに回答しており、評価できる。
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別紙第２（第５条関係）
足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート

別紙１

大項目 中項目 確認項目 評価点

4 4

5 4

4 4
(５点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

施設利用状況（環境の変化など外部要因を考慮）
◆利用件数
◆利用率

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】コロナ禍にあった令和3年度は利用増へ積極的な取り組みは難しかったが、
消毒・換気・ソーシャルディスタンスに気を付け、クラスターを出すことはなかった。そのため
利用者様の混乱はなく安全に利用して頂く事ができた。

【改善すべき点・課題等】用途に合わせたさまざまな部屋があり自由に使用できる点、駅から近
い交通の利便性に優れている点をよりアピールしていきたい。分かりやすくイメージを持ってい
ただける表現が大切だと考えている。現在、ホームページの変更を区と相談しながら進めてい
る。

【特記事項】コロナ禍でやむを得ないが目標達成には至っていない。利用促進の取組はコロナ禍
でも可能な範囲で実施している点を評価し、４点とした。

【評価すべき点・課題等】
・足立区の中でも収容人数の多い施設であるので、さらに一工夫し利用状況を上げてほしい。
・コロナ禍の影響により、利用率が目標に達しなかったことはやむを得ないと考える。

評価委員会

施設利用状況の分析
◆聞き取りやアンケート等により利用者、団体の傾向を
的確に把握しているか

施設利用増への取り組み
◆利用向上に向けた具体的な取り組みがなされているか2

 
事
業
効
果

(

4

)

利
用
の
状
況

施設が有効に利用されているか 指定管理者 担当課

3.7
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別紙第２（第５条関係）
足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート

別紙１

大項目 中項目 確認項目 評価点

10 10

10 8

8 8

(10点満点)

記
入
欄

担
当
課

記
入
欄

評
価
委
員

215 203 51.8
満点225点 満点225点 満点60点

⇒ ⇒

評価 総合評価

A

人材育成への取り組み
◆各種研修の実施

業務改善の取り組み
◆利用者の要望を業務に反映させているか
◆各種業務について定期的に見直し、改善しているか

職員への情報共有
◆伝達事項を職員に共有する体制が構築されているか
◆困難事例等の共有や事例検討がなされているか

全体的には、各項目良好と判断できる。管理運営については、様々な取組が利用者満足度の高さ
につながっており、評価できる。事業効果については、利用率の向上に向けて情報発信の工夫を
期待する。今後の課題等については、改善されたかどうかの検証を担当課で実施する必要があ
る。

評価委員会
評価結果

有・無51点

※「A」は満点の0.75倍以上（小数点以下切上）、「C」は満点の0.54倍以下（小数点以下切捨）とする。

※得点は評価委員会の各項目の平均点（小数点第二位を四捨五入）の合計。

※合計後、小数点以下は切り捨て、整数とする。

※「標準点」･･･評価項目が全て「３」（水準クリア）の評価を受けた場合の得点。

A

評価委員会

3
 
そ
の
他

(

1

)

接
客
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

接客サービス向上への取組が実施されているか　係数×２ 指定管理者 担当課

得点 ﾗﾝｸﾀﾞｳﾝ

記
入
欄

指
定
管
理
者

【アピールポイント】今期は消防訓練等を含め17回の研修を行うことができた。具体的なシミュ
レーションを持った訓練は分かりやすく実践的であったと好評であった。回数を重ねていくうち
にスタッフの意識が変わってきたと感じられる。

【改善すべき点・課題等】リニューアル後に向けて、情報が多くなると思われるので情報共有に
は特に注意が必要であると考えている。

【特記事項】業務改善については、様々な工夫を行い時間短縮等の成果は認められるが、「格段
の進歩」とまでは言えないため８点とした。

【評価すべき点・課題等】
・業務改善については、様々な取組を実施したことは評価できる。
・ハラスメント研修等、新しい研修にも積極的に取組んでおり、人材育成について評価できる。

合　　計　　点

評価委員会
総合評価意見

8.3

54％以下
Ａ＋ Ａ Ａ－ Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ

90％以上 ～ 83％以下 67％以上 ～ 59％以下 54％以下

評点 評価基準
<評価委員会評価基準>

36点以上
40点以下

33点以上
35点以下

32点以下

得点率

満点 標準点
75％以上 ～

60点 36点 　54点以上
50点以上
53点以下

45点以上
49点以下

40点以上
44点以下
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別表第１（第５条関係） 足立区勤労福祉会館指定管理者評価委員会　評価基準表 別紙２

水準を大きく上回る 水準を上回る 水準どおり 水準を下回る 水準を大きく下回る
５点 ４点 ３点 ２点 １点

(1)適切な管理運営の履行

基本協定・年度協定や事業計
画に沿って適切に管理運営さ
れているか

(2)安全性の
確保

施設の安全性は確保されてい
るか

(3)法令の遵守

個人情報保護、公契約条例
等は遵守されているか

(4)適切な
労務管理

労務環境が整備され適切に
管理運営されているか

(5)適切な財務・財産管理

適切な財務運営・財産管理
が行われているか

(1)事業の
取組

事業計画どおりのサービス
が提供されているか

(2)苦情要望等への対応

利用者からの要望・苦情に
対して適切に対応している
か

(3)利用者の満足度

利用者の満足を得られてい
るか

(4)利用の
状況

施設が有効に利用されてい
るか

(1)接客サービスの向上

接客サービス向上への取組
が実施されているか

利用者の満足度や施設の清掃状
況、職員の接客について、非常に
低い評価を受けている。

利用率が目標を大きく下回り、利
用増に向けた取組に大幅な改善が
必要である。

利用率が目標を下回っており、利
用増に向けた取組が不十分であ
る。

職員に対する研修が計画的かつ効
果的に実施され、接客力の向上や
業務改善に格段の進歩が見られ
る。

職員に対する研修が計画的に実施
され、接客力の向上や業務改善が
図られている。

職員に対する研修が実施され、接
客力の向上や業務改善が図られて
いる。

職員に対する研修が不足してお
り、接客力の向上や業務改善の取
組みが不十分である。

利用者の満足度や施設の清掃状
況、職員の接客について、高い評
価を受けている。

利用者の満足度や施設の清掃状
況、職員の接客について、一定の
評価を受けている。

利用率が目標を概ね達成されてお
り、利用増に向けた取組も積極的
に行われている。

利用率が維持されており、適切な
サービス等により施設が有効に活
用されている。

評価項目

１
　
管
　
理
　
運
　
営
　
状
　
況

２
　
事
　
業
　
効
　
果

×１
(５点)

利用件数、利用率が目標を上回
り、利用増に向けた取組の成果が
あらわれている。

３
そ
の
他

※評価シート　「ランクダウン」の項目について
  指定管理者から報告があった事故等に対して、所管課は必要と判断したものについては、「業務評価シート【特記事項】詳細」を作成し、評価委員会へ提出する。悪質な事故等の場合、評価委員会の判断により、総合評価をワ
ンランク下げるなどの対応を取る。各委員の採点を集計し、得点率による判定結果を出した後、その結果からランクダウンするかどうかは委員会での話し合いにより決定する。例）判定結果　Ａ⁺→Ｂ⁺　　判定結果Ｂ⁺→Ｃ　など

労働条件・契約内容が整備されて
おらず、執務環境を含む労働環境
が不十分である。

労働条件・契約内容が整備されて
おらず、執務環境を含む労働環境
の大幅な改善が必要である。

×１
(５点)

会計帳簿や関連書類で収支が容易
に把握できる状態にあり、管理体
制も徹底されている。

会計帳簿や関連書類で収支が容易
に把握できる状態にあり、管理状
況も適切である。

会計帳簿や関連書類が一通り整理
されており、管理体制も概ね問題
ない状態である。

会計帳簿や関連書類で収支が正確
に把握できておらず、管理体制に
も不備がみられる。

会計帳簿や関連書類で収支が把握
できておらず、管理体制にも問題
があり、大幅な改善が必要であ
る。

×１
(５点)

労働条件・契約内容が細部まで整
備され、執務環境を含む労働環境
も徹底して高い水準で維持されて
いる。

労働条件・契約内容が細部まで整
備され、執務環境を含む労働環境
が適切に維持されている。

労働条件・契約内容が適切に整備
され、執務環境を含む労働環境が
一通り維持されている。

×２
(10点)

利用者の満足度や施設の清掃状
況、職員の接客について、非常に
高い評価を受けている。

利用者の満足度や施設の清掃状
況、職員の接客について、低い評
価を受けている。

自主事業が計画に沿って実施され
ておらず、サービス向上や利用促
進の取組みも大幅な改善が必要で
ある。

×１
(５点)

要望・苦情を積極的に受付けてお
り、その対応や結果公表が適切か
つ迅速に行われている。

要望・苦情の受付体制が確立され
ており、その対応や結果公表が適
切に行われている。

要望・苦情の受付体制が確立され
ており、その対応や結果公表が一
通り行われている。

要望・苦情の受付体制に課題があ
り、その対応や結果公表が不十分
である。

要望・苦情の受付体制に大きな問
題があり、その対応や結果公表に
大幅な改善が必要である。

×１
(５点)

新たな自主事業が計画に沿って実
施されており、サービス向上や利
用促進、地域特性に配慮した取組
においても特段の努力が見られ
る。

自主事業が計画に沿って実施され
ており、かつサービス向上や利用
促進や地域特性に配慮した取組の
工夫を行っている。

自主事業が計画に沿って実施され
ており、かつサービス向上や利用
促進や、地域特性に配慮した取組
が行なわれている。

自主事業が計画に沿って実施され
ておらず、サービス向上や利用促
進の取組みも十分に行われていな
い。

×２
(10点)

職員に対する研修に問題があり、
接客力の向上や業務改善の取組み
に大きな改善が必要である。

従業員に対する個人情報の保護や
各種法令が遵守に対する意識が低
く、改善が必要である。

×１
(５点)

施設の安全点検が徹底され、犯罪
や災害等不測の事態が生じた際に
も、迅速かつ適切に対応できる体
制が整備されている。

施設の安全点検をはじめ、防犯や
防災への配慮が適切に行われてお
り、利用者が安心して利用できる
環境にある。

施設の安全点検をはじめ、防犯や
防災への配慮が一通り行われてお
り、施設利用に支障がない環境に
ある。

施設の安全点検、防犯や防災への
配慮が不十分であり、利用者が安
心して利用できる環境づくりに欠
けている。

×１
(５点)

個人情報の保護や各種法令の遵守
が徹底される体制が整備され、従
業員への教育や研修など、高次な
取組みで万全を期している。

個人情報の保護や各種法令が遵守
されており、従業員への教育や研
修も適切に行われている。

個人情報の保護や各種法令が遵守
されており、従業員への教育や研
修も一通り行われている。

従業員に対する個人情報の保護や
各種法令が遵守に対する意識づけ
が不十分であり、問題が発生する
不安がある。

各種協定や事業計画に基づく管理
運営業務及び管理運営に問題があ
り、従業員体制も大幅な改善が必
要である。

評　価　内　容　及　び　評　価　点
配点
係数

施設の安全点検、防犯や防災への
配慮に問題があり、利用者が安心
して利用できる環境づくりに向け
て、大幅な改善が必要である。

×１
(５点)

各種協定や事業計画に基づく管理
運営業務が確実かつ適切に行われ
ており、従業員の専門性も非常に
高い。

各種協定や事業計画に基づく管理
運営業務が適切に行われており、
従業員の専門性も高い。

各種協定や事業計画に基づく管理
運営業務が一通り行われており、
従業員体制も妥当に整備されてい
る。

各種協定や事業計画に基づく管理
運営業務及び管理運営が不十分で
あり、従業員体制も問題がある。
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年８月１９日 

件  名 区制９０周年特別企画 区内周遊イベントの実施について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

内  容 

区制９０周年を祝う記念事業として、来街者増加促進を図り地域の賑わ

いを創出するため、区内周遊イベントを実施する。 

１ 実施内容（予定） 

（１）謎解き宝探しイベント 

  ア オリジナルのストーリーを設定し、謎解きをしながらエリア内に

隠された宝箱を探し当てるイベントを実施する。 

  イ 周遊性を高めるため、区内鉄道駅を中心に５か所程度のエリアを

設定する。 

  ウ １エリアあたり３か所程度の謎解きスポットを設定する。 

  エ 区の魅力や歴史、区制９０周年記念に関連する問題を設定する。 

（２）飲食店とのタイアップ 

謎解き参加者がお得に利用できるサービス等を実施することで、個 

店の集客につなげる。 

 

２ 実施期間（予定） 

  令和５年２月上旬～４月上旬 

 

３ 想定する参加者層 

ファミリー層をメインターゲットとするが、謎解きの難易度は幅広い

世代が参加できるものとする。 

 

４ 目標参加者数 

  延べ３５，０００人 （７，０００人×５エリア） 

 

５ 事業者選定について 

  指名型プロポーザル方式による事業者選定を行う。 

  スケジュール案 

令和４年 ９月上旬 事業者選定委員会にて提案書提出者を指名 

１０月上旬 提案書提出者を特定 

１１月上旬 契約締結 

令和５年 ２月上旬 事業開始 

問題点 

今後の方針 

 謎解きストーリーや問題について、区のイメージアップにつながる内容

となるよう、受託事業者と協議していく。 

 感染拡大状況に応じた開催時期の変更も視野に入れ、委託内容を調整し

ていく。 
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